
鳥獣被害対策の強化について 

 

１ 趣旨 

鳥獣被害については、依然として農作物被害の軽減が見られず、生活・人的被害も

増加傾向にある。また、近年はイノシシやクマ等が市街地にも出没するなど、野生鳥

獣による脅威が増大している。 

そこで、緊急的に被害の低減を図るとともに、市町村が効果的な対策を継続できる

よう、新たな取組みを実施し、鳥獣被害対策を強化する。 

 

２ 令和３年度当初予算での新たな取組み 

(1)  捕獲の強化 

被害軽減に向けて捕獲対策を強化するため、シカやイノシシの捕獲実施者に対

して、１頭あたり2,000円の捕獲奨励金を市町村を通じて支給する。 

（年間目標捕獲数 6,000頭） 

 

(2)  防護の強化 

     鳥獣の侵入を遮断し、被害を防ぐため、市町村が実施する広域獣害防護柵の補修

に対して、１ｍあたり2,000円を補助する。（年間目標 1,000ｍ） 

 

(3)  クマの被害防止の強化 

    ツキノワグマが里地に出没する際の迅速な情報伝達や捕獲等の対策を強化する

ため、通信機能付きセンサーカメラによる出没監視やＤＮＡ分析による出没個体情

報の収集を行う。 

   

(4)  県と市町村が一体となった対策の強化 

  効果的な対策を推進するため、県と市町村が一体となって、地域の実情に応じた

対策を検討する。また、持続可能な体制・仕組みづくりに向けて、市町村が行うモ

デル事業のスタートアップに必要な経費に対して補助する。 

（補助率１／２、上限100万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考資料３） 



３ 令和３年度当初予算の内容 

区分 主な事業内容 予算額 

新規 

(1)捕獲の強化 

・有害鳥獣捕獲奨励金の支給 

(2)防護の強化 

・広域獣害防護柵の補修 

(3)クマの被害防止の強化 

・通信機能付きセンサーカメラによる出没監視やＤＮ

Ａ分析による出没個体情報の収集 

(4)県と市町村が一体となった対策の強化 

・地域の実情に応じた対策の検討 

・市町村が行うモデル事業のスタートアップに必要な経

費に対して補助 

2,075万円 

継続 

【対策支援】 

・かながわ鳥獣被害対策支援センターにおける、地域ぐ

るみ対策の立ち上げ支援 

【集落環境整備・防護対策・捕獲等】 

・国交付金による補助（ヤブ刈り、防護柵設置、捕獲活

動、ＩＣＴ等新技術実証・活用経費 等） 

【シカ・サル・イノシシの管理】 

・管理捕獲やモニタリング調査、生息状況調査の実施 

等 

【人材確保】 

・かながわ鳥獣被害対策アドバイザーの育成、かながわ

ハンター塾２ｎｄステージの実施 等 

3億 5,935万円 

合          計 3億 8,010万円 
 

４ スケジュール（予定） 

 

 
問合せ先 

自然環境保全課 課長 広野 電話 045-210-4301 


